
港
湾
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
参
照
条
文

○
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日
法
律
第
二
百
十
八
号
）

（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

２
～
７

（
略
）

８

こ
の
法
律
で
「
開
発
保
全
航
路
」
と
は
、
港
湾
区
域
及
び
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項

に
規
定
す
る
河
川
の
河
川
区
域
（
以
下
単
に
「
河
川
区
域
」
と
い
う

）
以
外
の
水
域
に
お
け
る
船
舶
の
交
通
を
確
保
す
る
た

。

め
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
工
事
を
必
要
と
す
る
航
路
を
い
い
、
そ
の
構
造
の
保
全
及
び
船
舶
の
航
行
の
安
全
の
た
め
必
要
な

施
設
を
含
む
も
の
と
し
、
そ
の
区
域
は
、
政
令
で
定
め
る
。

９

（
略
）

○
港
湾
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
一
月
十
九
日
政
令
第
四
号
）

（
抄
）

（
開
発
保
全
航
路
）

第
一
条
の
二

法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
開
発
保
全
航
路
の
区
域
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。


